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   豊山町広告入り封筒募集要項 

 

１ 封筒の規格等 

（１） 用途 

   町が交付した住民票の写しや各種証明書などを持ち帰るために使用する。 

   また、町がイベント等で来場者に資料を配布するために使用する。 

（２） 規格 

   封筒のサイズは、以下のとおりとする。色等は協議のうえ決定する。 

ア 角形２号（縦３３２ｍｍ×横２４０ｍｍ） 

イ 角形６号（縦２２９ｍｍ×横１６２ｍｍ） 

（３） 材質 

   ア 角形２号 再生紙 紙圧８０μｍ 

   イ 角形６号 再生紙 紙圧８０μｍ 

（４） 使用期間 

   １年間（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

（５） 納入枚数 

ア 角形２号 ６，０００枚 

イ 角形６号 ３，０００枚 

   期間内で封筒が不足した場合及び使用期間を経過した時点で封筒が余剰となった

場合は、別途協議するものとする。 

（６） 納入時期 

   年２回に分けて、町が指定する日に納入すること。 

   納入枚数の目安は、下記のとおりとする。 

 １回目（令和８年３月２０日） ２回目（別途指示） 

角形２号 ３，０００枚 ３，０００枚 

角形６号 ２，０００枚 １，０００枚 

 

２ 広告掲載範囲 

  表面・裏面とも掲載位置については、封筒下部、面積３分の１以下、枠数は任意とし、

残りの部分は、町が指定する町政情報等を掲載すること。 

  なお、具体的な掲載位置、サイズ等は、別途協議するものとする。 
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３ 広告内容 

 （１） 豊山町広告掲載要綱及び本要項を遵守したものとすること。 

 （２） 広告主については、原則、町内に事業所等を有する事業所を優先的に掲載するこ

と。 

 （３） 提供いただく封筒の両面には、広告掲載以外の範囲に町が指定する文字等を印刷

するものとする。 

 

【町が指定する封筒に印刷する文字等】 

町 名 称： 豊山町 

役場住所： 〒４８０－０２９２ 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

Ｔ Ｅ Ｌ： （０５６８）２８－０００１（代） 

Ｆ Ａ Ｘ： （０５６８）２９－１１７７ 

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.town.toyoyama.lg.jp/ 

まちの将来像： 

一人ひとりが輝く 暮らし豊かな アーバンビレッジ 

 

町  章： 

  

 

 

 

封筒裏面記載文： 

この封筒は、広告主の協賛により製作・寄贈されたもので、森林資源保護のため再

生紙を使用しています。広告に関するお問い合わせは＜無償提供事業者名＞＜連絡

先電話番号＞まで 
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４ 広告入り封筒イメージ図 

 

 

５ 募集内容 

 （１） 募集期間 

    令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月２８日（金） 

≪持参の場合≫ 

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

≪郵送の場合≫ 

当日消印有効 

 （２） 必要書類 

    ア 広告掲載申込書（要綱様式第１号） 

    イ 添付資料 

     （ア） 広告入り封筒の無償提供に関する提案書（別紙） 

（イ） 法人の場合：履歴事項全部証明書、個人の場合：代表者の身分証明書 

     （ウ） 納税証明書（未納が無いことの証明） 

     （エ） 会社概要 

（オ） 事業実績を示す書類等（任意様式） 

 （３） 申込方法 

    ア 持参又は郵送により届いたもののみ受け付けるものとする。 

    イ ファクシミリ及びＥメールでは受け付けしないものとする。 

（裏面） 

 

デザインは別途協議 

（町の業務内容等） 

広告 広告 

（表面） 

 

デザインは別途協議 

（町名称、役場住所等） 

広 告 
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    ウ 提出された書類は原則として返却しないものとする。 

 

６ 寄附者の選定基準及び決定 

（１） 提出された書類に基づき審査を行い、デザイン、現実性、事業実績、提案コンセ

プト、信頼性等を総合的に判断し、１社を選定する。 

（２） 審査の結果が良好である申込者が複数あるときは、抽選により選定する。 

（３） 豊山町広告掲載要綱又は本要項に適合しないもの、若しくは虚偽の内容が記載さ

れているものは、失格とする。 

（４） 寄附者の決定については、広告掲載決定通知書（要綱様式第２号）により通知す

る。 

（５） 寄附者の決定後、広告入り封筒の製作及び無償提供に関して、確認書を締結する。 

 （６） 寄附者選定までの審査の経緯等は公表しないものとする。 

（７） 審査結果についての異議申立ては受け付けないものとする。 

 

７ 製作上の注意事項 

 （１） 広告主を募集するときは、自らが広告主の募集者であることを明確にするととも

に、町が広告の募集者であるような誤解を受けることのないように配慮しなければ

ならない。 

 （２） 広告内容、色、形状等の仕様について、事前に町と協議を行い、承諾を受けた後

に製作しなければならない。 

 （３） 封筒の製作から納入までの全ての経費は、寄附者又は広告主の負担とする。 

 （４） 寄附者は、広告入り封筒の内容に関する苦情その他の問題が生じたときは、その

一切の責任を負い、速やかに解決するよう努めること。 

 （５） 使用中の封筒の広告内容及び広告主に問題が生じたときは、速やかに相互に通知

するとともに、寄附者は当該封筒を回収し、代替の封筒を無償で提供すること。 

 

８ 問合せ及び提出（郵送）先 

  〒４８０－０２９２ 

  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

  豊山町 総務部 総務課 総務・財政グループ 

   ＴＥＬ：０５６８－２８－６００３（ダイヤルイン） 

   ＦＡＸ：０５６８－２９－１１７７ 
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別紙 

 

広告入り封筒の無償提供に関する提案書 

 

  年  月  日 

 

豊山町長         様 

 

住    所 

名    称 

代表者職氏名             

 

１ 封筒提供までのスケ

ジュール 

 

２ 納入方法及び納入可

能時期 

 

３ 広告主の募集方法 

 

４ 広告主に不祥事があ

った場合の対応 

 

５ 広告主候補の特性 

 

６ 封筒のデザイン 

 

７ 自社の広告掲載基準 

 

８ その他 

 

 


